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２ この計画の主要課題と体系 
 

この計画は４つの基本目標を設けて、真の意味での 

 
 

 Ⅰ すべての人の人権が尊重されるまち 

 
 
  課題 男女平等意識を高める教育･学習の充実 
     性と生殖をめぐる健康の支援 
     女性の人権擁護 
 
   重点事項 女性相談･人権相談･婦人保護など、ＤＶ防止法に取り組みます 

 

 

 Ⅱ 仕事と社会活動や家庭生活が両立するくらし 

 
  課題 働く男女の労働環境の整備 
     子育てを社会全体で支えるしくみの整備 
     介護を社会全体で支えるしくみの整備 
     人にやさしいまちづくりの推進 
 
   重点事項 「志木市子育て憲章」～みんなで育てる元気な志木っ子～ 

に則り、地域の子育て力の充実を図ります 
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男女共同参画社会の実現を目指します。 

 
 

 Ⅲ あらゆる分野への女性の参画が進む社会環境 

 
 
  課題 働く場における男女共同参画の促進 
     社会活動への男女共同参画の促進 
     女性の新しい働き方や活動の支援 
 
   重点事項 チャレンジショップ・ＳＯＨＯの設置など、女性の起業支援に力を入

れます 

 

 

 Ⅳ 男女共同参画を推進するための体制 

 
 
  課題 市役所における男女共同参画の促進 
     行動計画の進行管理と達成度の評価分析 
     苦情･相談申出への対応 
     市と市民の連携の強化 
     国際的な協調の下での男女共同参画の推進 
 
   重点事項 男女共同参画庁内推進会議の機能を強化します 
        男女共同参画の視点から施策評価を行います 
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４ 計画の性格 
 この行動計画は第三次志木市総合振興計画に基づき、その分野別計画として

位置づけられるものです。｢ハーモニープラン｣に次ぐ、第三次行動計画になり

ます。 
 この計画は志木市男女共同参画推進条例を踏まえています。 
 この計画は男女共同参画社会基本法の定めに沿って策定されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 計画の期間 
 この計画の期間は平成１６年度から平成２２年度までの７年間とします。 
 この計画は社会情勢の変化に合わせて必要に応じ見直しを行います。 
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【修正版】 

                            平成２０年３月１８日 
 
 

第２章 行動計画の内容 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




